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第 １ 章

我が国における

障害者統計の概況

３

我が国の障害者施策(統計)の実施体制

４



名 称 主な調査事項 所管省庁

⽣活のしづらさなどに
関する調査(全国在宅
障害児･者等実態調査)

障害の状況、⽇常⽣活の⽀障の状況、年齢及び性別、居住形態、
障害者⼿帳等の種類、収⼊・⽀出の状況、⽇中の活動状況、
障害福祉サービス等の 利⽤状況、障害福祉サービス等の希望等

厚⽣労働省

障害者雇⽤実態調査 調査対象者の属性、職場環境・職場⽣活、相談相⼿、
仕事・職場⽣活以外の活動、将来の不安等 厚⽣労働省

障害者の就業実態把握
のための調査

障害の種類･程度、就業･未就業の別、就業している場合の就業形態、
職種、就業していない場合の求職活動等就業に係る状況等 厚⽣労働省

障害⽀援区分認定状況
調査

市町村が認定した障害⽀援区分について、⼆次判定区分、
⼀次判定区分、認定調査項⽬の選択状況等 厚⽣労働省

年⾦制度基礎調査(障害
年⾦受給者実態調査)

調査対象者の性、⽣年⽉⽇、世帯構成、世帯の就業状況、収⼊、
⽀出等 厚⽣労働省

障害に関する我が国の主な統計調査

○我が国では、各省庁がそれぞれの所掌事務に応じて
多岐にわたる障害者施策を分掌しており、各施策の
検討・実施等に当たり必要なデータを収集するため
各省庁がそれぞれ統計調査等を実施している
（障害者を対象とした主な統計調査は下表のとおり）

５

第 ２ 章

我が国におけるこれまでの

障害者統計の位置付け

６



障害者基本計画/障害者権利条約の経緯

７

H18.12/13 障害者権利条約 国連総会で採択
H19.  9/28 障害者権利条約 我が国が署名
H20.  5/ ３ 障害者権利条約 発効
H23.  9/27 第３次障害者基本計画 閣議決定
H26.  1/20 障害者権利条約 我が国が締結 ※2/19発効

H27.  9/24 「議論の整理」 取りまとめ（障害者政策委員会）
H28.  6/30 第１回政府報告 国連に提出 ※「議論の整理」も添付

H29.  2/24 第４次障害者基本計画 総論の審議開始
H29.  6/23 第４次障害者基本計画 各分野別施策の審議開始
===================================
H29年度中 第４次障害者基本計画 閣議決定（予定）
H32年前後？ 第２回政府報告 国連に提出
（2020年前後？） 障害者権利委員会による対⾯審査、勧告等

第３次障害者基本計画とは

８



第３次障害者基本計画での位置付け

○第３次障害者基本計画において、PDCAの観点から
情報・データの充実を図る旨を記載

（統計の充実については明⽰的に⾔及していない）

○第３次障害者基本計画（平成25年9⽉27⽇閣議決定）（抄）
Ⅳ 推進体制

５．調査研究及び情報提供
（略）また，障害者施策の適切な企画、実施、評価及び⾒直し
（PDCA）の観点から、障害者の性別、年齢、障害種別等の
観点に留意し、情報・データの充実を図るとともに、適切な
情報・データの収集・評価の在り⽅等を検討する。

９

障害者権利条約とは

10



障害者権利条約での位置付け

○障害者権利条約では「統計及び資料の収集」に係る
独⽴した条項が設けられ、各締約国に統計資料等の
収集を求めている

○障害者の権利に関する条約（平成26年批准）（抄）
第31条 統計及び資料の収集
１ 締約国は、この条約を実効的なものとするための政策を⽴案し、

及び実施することを可能とするための適当な情報（統計資料及び
研究資料を含む。）を収集することを約束する。（略）

2 この条の規定に従って収集された情報は、適宜分類されるもの
とし、この条約に基づく締約国の義務の履⾏の評価に役⽴てる
ために、並びに障害者がその権利を⾏使する際に直⾯する障壁を
特定し、及び当該障壁に対処するために利⽤される。

3 締約国は、これらの統計の普及について責任を負うものとし、
これらの統計が障害者及び他の者にとって利⽤しやすいことを
確保する。
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障害者権利条約政府報告とは

○各締約国は、障害者権利条約の履⾏のために
取った措置等についてとりまとめ、定期的に
国連に報告する必要（政府報告）

○我が国は、平成26年の障害者権利条約の批准後、
障害者政策委員会での審議を経て、28年６⽉に
第１回政府報告を提出

○政府報告には、障害者政策委員会が重要と認めた
８テーマについて、同委員会の課題認識を反映

○更に、障害者政策委員会による障害者基本計画の
実施状況の監視の結果、浮き彫りになった課題を
「議論の整理」として取りまとめ、政府報告の
付属⽂書として添付 12



障害者権利条約政府報告での位置付け

○障害者権利条約第１回政府報告において「データ･
統計の充実」が我が国の障害者施策の課題として
挙げられる旨や、次回報告提出（2020年前後⾒込み）
までの間に改善に努める旨を記載（国連に報告）

○改善が⾒られない場合、国連障害者権利委員会に
よる対⾯審査（2020年前後⾒込み）を経て、勧告を
含め、我が国への厳しい⾒解が採択されるおそれ

○障害者権利条約第1回政府報告（平成28年６⽉に国連に提出）（抄）
３．（略）課題としては、データ・統計の充実が挙げられ、特に性・

年齢・障害種別等のカテゴリーによって分類された、条約上の
各権利の実現に関するデータにつき、より障害当事者・関係者の
⽅のニーズを踏まえた収集が求められていると考えられるので、
次回報告提出までの間に改善に努めたい。（略）
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参 考 資 料

211．なお、本条（注：条約第31条）に関しては、政策委員会より、
次のような指摘がなされている。（より詳しくは、付属⽂書を
参照のこと）

障害者に関する政策の監視・評価に使える⽔準の統計が、国・
地⽅公共団体ともに不⾜しており、⽇本の⼈⼝全体を対象とした
調査の実施や男⼥別統計の実施を徹底すべきである。

【参考1】障害者権利条約第１回政府報告（抄）

① 障害者に関する統計の課題として、障害について⽇本の⼈⼝全体
を対象として尋ねた調査がないことが挙げられる。

例えば、国勢調査に障害の有無に関する設問を⼊れることなどが
検討されるべきである。

【参考2】議論の整理 〜 第３次障害者基本計画の実施状況を踏まえた課題 〜
（平成27年9⽉障害者政策委員会）（抄）
（注：上記「第1回政府報告」の附属⽂書）

14



参 考 資 料

② 政策の監視・評価に使える⽔準の統計が、国のみならず地⽅公共
団体でも不⾜している。そのような統計がなければそれを整備する
必要がある。

③ 男⼥別統計をきめ細かくとることを徹底すべきである。障害者
権利条約の締約国は、条約第６条の複合差別の解消に取り組む
ことが義務とされており、複合差別の実態がわからない状況を
解消するためにもメリットがあると思われる。

④ 障害者施策の実施に当たっては、就労収⼊や就労率、就労⽀援
制度の利⽤等について、男⼥の差があるかどうかまず現状を把握
することが必要である。

⑤ 例えば、就業⾯においては、障害者雇⽤状況報告の延⻑線上に
男⼥別調査を位置づけるのは限界があるため、障害者雇⽤実態調査
について性別ごとのクロス集計を進めるなど、⼯夫をして活⽤する
ことなどが検討されるべきである。

【参考2(続き)】議論の整理（抄）

15
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（厚⽣労働省）
障害者雇⽤状況報告は、⼀定規模以上の事業主に対し、毎年６⽉

１⽇現在における障害者雇⽤状況を報告することを義務付けている
ものであり、男⼥別の報告を求めていない。⼀⽅、障害者雇⽤実態
調査は、従業員５⼈以上の事業所に対して実施するサンプル調査で
あり、男⼥別の勤務時間、賃⾦などを含めた障害者の雇⽤実態を
網羅的に把握している。男⼥別の雇⽤実態を把握するという観点
からは、障害者雇⽤実態調査の項⽬を⼯夫する⽅が適切ではないか。

【参考2(続き)】議論の整理（抄）※下線部は現時点の考え⽅を表記

16

名称 主な調査事項 所管省庁

障害者雇⽤実態調査 調査対象者の属性、職場環境・職場⽣活、相談相⼿、
仕事・職場⽣活以外の活動、将来の不安等 厚⽣労働省

［参考：５ページ⼀部再掲］



第 ３ 章

内閣府における

具体的な取組状況
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第４次障害者基本計画案の検討

○今年度中の取りまとめを予定している「第４次
障害者基本計画」において、各分野に共通する
横断的視点の⼀つとして「統計･PDCAサイクルの
充実」を掲げ、統計の充実を柱として位置付け
（現在、障害者政策委員会において審議中）

○第４次障害者基本計画案（抄）
Ⅱ 基本的な考え⽅
３．各分野に共通する横断的視点
（６）ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進

障害者権利条約第31条、第33条等の趣旨を踏まえ、「証拠に
基づく政策⽴案」(Evidence-Based Policy Making)の実現に向け、
次に掲げるところにより、必要なデータ収集及び統計の充実を
図るとともに、障害者施策のＰＤＣＡのサイクルを構築し、
着実に実⾏する。また、当該サイクル等を通じて施策の不断の
⾒直しを⾏っていく。（略）

18



指標の⼤幅拡充
ロジックモデル化

第４次障害者基本計画案の検討

○さらに「統計･PDCAサイクルの充実」に対応して、
成果⽬標を⼤幅に拡充するとともに、個別の指標と
⽬標分野との対応関係をロジックモデルで明⽰予定

事項 現状（直近の値） ⽬標

○○○の割合 ○○％（○年度） ○○％（○年
度）

○○○の⼈数 ○○⼈（○年度） ○○⼈（○年
度）

⽬標分野 把握すべき状況 指標 現状値（直近の
値） ⽬標値

○○の環境の整備

○○の実施状況
○○○の割合 ○○％（○年度） ○○％（○年度）

○○○の⼈数 ○○⼈（○年度） ○○⼈（○年度）

○○の普及状況
○○○の件数 ○○件（○年度） ○○件（○年度）

○○の○○率 ○○割（○年度） ○○割（○年度）

【現⾏】第３次障害者基本計画（別表）イメージ

【次期】第４次障害者基本計画案（別表）イメージ
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【参考1】第４次基本計画策定に当たっての基本的考え⽅（抄）
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参 考 資 料

【参考2】第４次障害者基本計画案の審議における委員発⾔
平成29年4⽉21⽇開催の第33回障害者政策委員会
における佐藤委員（DPI⽇本会議事務局⻑）発⾔

最後ですけれども、統計のデータをぜひ⼊れていただきたいと思います。
それは（６）のPDCAサイクルの「1企画（Plan）」のところになると思う

のですけれども、前回、第３次障害者基本計画の実施状況の⾒直しをやった
ときも、障害のデータがなくて⾮常に苦労しました。第１回政府報告にも、
次回までにはデータの集積、⾒直しをする旨が書かれております。障害者と
障害のない⼈の⽐較ができるようなデータのとり⽅が必要だと思います。

具体的には、性別、年齢、障害種別、家計、こういったものを⼊れて
いただきたいと思います。現在の調査は厚労省の国⺠⽣活基礎調査という
ものがあります。あと、総務省統計局では２つ、全国消費実態調査、社会
⽣活基本調査がありますけれども、こういったものに先ほどの障害のある者と
障害のない者との⽐較ができるような項⽬を⼊れる、そういったことをぜひ
ここで書いていただきたいと思います。

21
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【参考2(続き)】基本計画案の審議における委員発⾔

22

名称 主な調査事項 所管省庁

国⺠⽣活
基礎調査

【世帯票】単独世帯の状況、５⽉中の家計⽀出総額、世帯主との続柄、性、
出⽣年⽉、配偶者の有無、医療保険の加⼊状況、公的年⾦・恩給の受給状況、
公的年⾦の加⼊状況、就業状況、⽇常⽣活の⾃⽴状況、主な介護者の状況 等

【健康票】⾃覚症状、⽇常⽣活への影響、健康意識、こころの状態、
健康診断等の受診状況、⼊院の有無、通院の有無、傷病の状況 等

【介護票】介護が必要な者の性別と出⽣年⽉、要介護度の状況、
介護が必要となった原因、介護サービスの利⽤状況、
家族等と事業者による主な介護内容 等

【所得票】前年1年間の所得の種類別⾦額・課税等の状況、⽣活意識の状況 等
【貯蓄票】貯蓄現在⾼、借⼊⾦残⾼ 等

厚⽣労働省

全国消費
実態調査

家計上の収⼊と⽀出、品物の購⼊地域、品物の購⼊先、主要耐久消費財、
年間収⼊ 及び貯蓄・借⼊⾦残⾼、世帯及び世帯員(要介護･要⽀援認定の状況等)、
現住居及び現住居以外の住宅・宅地等に関する事項

総務省

社会⽣活
基本調査

ふだんの健康状態、学習・研究活動の状況、ボランティア活動の状況、
スポーツ活動の状況、趣味・娯楽活動の状況、旅⾏・⾏楽の状況、
スマートフォン・パソコンなどの使⽤状況、⽣活時間の配分及び天候 ほか多数

総務省

［委員から⾔及のあった統計調査の概要］



第 ４ 章

次期公的統計基本計画に

おいて掲載を希望する事項
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公的統計基本計画への掲載希望事項

○以上のように、障害者統計の充実については、
閣議決定に基づく基本計画や国連に提出した
政府報告においても既に明⽰的に位置付けられ、
⼜は今後位置付けられる⾒込みであり、今後も
政府全体として取り組むことが求められている

○このため（内閣府で取りまとめる）次期障害者
基本計画は勿論のこと、次期公的統計基本計画
にも障害者統計の充実に係る記載を盛り込んで
いただきたいと考えている
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